
令和５年度補助金・助成金制度の一覧（区会等に関係するものなどを中心に掲載しています。） 

担当 補助金等名称 補助金等内容 補助金額・補助率等 備考 
新

規 

広聴広報課 

広聴広報係 

(℡：64-1812) 

自治連絡費 区会・町内会等に対する広報配布手数料 配布 1件につき 

20円～26円 

毎年度 

上半期(10月)・下

半期(3月)の 2回

支払い予定 

 

税務課 

収納推進係 

(℡：64-1814) 

納税貯蓄組合事務費

補助金 

地域又は職場で組織する納税貯蓄組合

の事務費を補助 

① 組合員の納税通知書の

合計数×80円…A 

納付額の合計×0.015

（収納率が 95％以下は

0.01）…B 

A＋Bの合計 

② 交付申請書により申請

された補助対象費の合

計。 

① ②で金額が低い方 

  

危機管理課 

消防防災係 

(℡：64-1809) 

 

防災士育成事業補助

金 

自主防災組織に対し 

①各種訓練等に使用する防災資機材購入 

7万円～30万円 

(世帯数により変動) 

年度内いずれか 1

事業 

補助制限 

3年間 

 

②ハザードマップの作成 50万円 

③「災害・避難カード」の作成等 20万円 

④避難所運営の実働訓練に要する経費 10万円 

防災士育成事業補助

金 

日本防災士機構が認証する防災士認定に

必要な、講座受講料、受験料及び登録料

を補助(交通費等は自己負担) 

限度額：61,000円 補助制限 

1人 1回 

 

コミュニティ助成事業

（自主防災組織育成）

助成金 

(一財)自治総合センターが、自主防災

組織に防災活動に必要な施設、設備整

備費を助成（市経由） 

限度額：200万円 毎年県下で 4～5

件程度採択 

 



令和５年度補助金・助成金制度の一覧（区会等に関係するものなどを中心に掲載しています。） 

担当 補助金等名称 補助金等内容 補助金額・補助率等 備考 
新

規 

危機管理課 

くらし安全係 

(℡：64-1876) 

高齢者踏み間違い急

発進抑制装置整備事

業補助金 

高齢者のアクセルペダルとブレーキペダル

の踏み間違いによる事故を防止するため、

後付けの踏み間違い急発進抑制装置整

備に補助 

補助率：整備費用の 2/3以

内(100円未満切り捨て) 

限度額：10万円 

市内に住所 

満 65歳以上の者

で自動車検査証

に記載された使用

者、有効な自動車

免許証を保有 

市税の滞納なし 

1人 1回 

 

特殊詐欺等被害防止

対策機器設置事業補

助金 

特殊詐欺等を未然に防ぐための機器の

購入等に対する補助 

(補助対象機器には条件があります。) 

補助率：4/5(100円未満切

り捨て) 

限度額：2万円 

市内に住所 

同一世帯に満 70

歳以上の者あり 

市税の滞納なし 

1世帯 1回 

 

防犯灯設置事業補助

金 

公共性を有する防犯灯を設置する団体

に対して、設置経費を補助 

補助率：1/2以内 

（LED灯に限る） 

限度額：1灯当たり 3万

円、(柱の新設を伴う場合

は 1灯当たり 6万円) 

  

安全安心まちづくり

自主活動団体支援事

業補助金 

自主防犯活動等を行う団体に対し、子

ども見守り活動、パトロール活動等に

要する経費を補助 

 

補助率：全額 

限度額：5万円 

補助制限 

5年間 

 



令和５年度補助金・助成金制度の一覧（区会等に関係するものなどを中心に掲載しています。） 

担当 補助金等名称 補助金等内容 補助金額・補助率等 備考 
新

規 

市民協働課 

市民協働係 

(℡：64-1806) 

有線･無線放送施設設

置事業補助金 

区会・町内会等において実施する有線･無

線放送施設整備費を補助 

 

補助率：5/10以内 補助制限 

5年間 

 

ふるさとづくり事業補助

金 

区会・町内会・各種団体において実施する

地域の活性化等事業を補助 

 

補助率：4/5以内 

限度額：60万円 

補助制限 

3年間 

 

区会等運営費補助金 区会・町内会等の運営経費を補助 

 

地区割＋世帯割 区会・町内会  

コミュニティ助成事業 (一財)自治総合センターが行う宝くじ助成

事業(対象：区会・町内会・コミュニティ組織) 

①一般コミュニティ 

100万円～250万円 申請希望団体は、

8月までに担当課

への連絡 

 

②コミュニティセンター 補助率：3/5で 

限度額：1,500万円 

環境課 

衛生係 

(℡：64-1821) 

資源ごみ回収推進団

体報奨金 

自主的に資源ごみ回収活動を行う PTA、

町内会、子供会等市民団体に対して報奨

金を交付 

 

報奨金額：5円/㎏   

ごみ置場整備改良事

業補助金 

地区のごみ置場整備改良費を補助 

①ごみ置場の設置経費 

 

補助率：全額（上限 15万円）   

②ごみ置場の給水施設の設置経費 

 

 

補助率：全額（上限 8万円）  



令和５年度補助金・助成金制度の一覧（区会等に関係するものなどを中心に掲載しています。） 

担当 補助金等名称 補助金等内容 補助金額・補助率等 備考 
新

規 

環境課 

衛生係 

(℡：64-1821) 

生ごみ処理容器購入

補助金 

一般家庭の生ごみ処理容器購入費用を補

助 

①地上設置型コンポスト容器 

補助率：全額 

限度額：3,000円 

補助制限 

1世帯 2基 

 

②ボカシ等の容器 

③バイオ利用分解消滅型容器 補助率：1/2 

限度額：2万円 

補助制限 

1世帯 1基 ④加熱型容器 

⑤ダンボールコンポストセット  

ダンボール箱及びダンボールコンポスト基

材を使用して、生ごみを減量又はたい肥化

する機能を有するもの 

補助率：全額 

限度額：2,000円 

補助制限 

1世帯 2基 

地区管理墓地整備補

助金 

地区が管理する共同墓地の施設整備費を

補助 

①水道施設の設置経費 

【委託料】 

補助率：3/4 

限度額：100万円 

【原材料費】 

補助率：10/10 

限度額：50万円 

  

②駐車場施設の設置経費(用地費を除く。) 

③墓参道整備工事経費(排水路を含む。) 

④墓地内支障木の伐採等 

火葬補助金 火葬の執行に際して、当該火葬場使用料

を支払った者に対し補助金を交付 

①12歳未満の場合 

限度額：3.5万円   

②12歳以上の場合 

 

 

限度額：5.3万円 



令和５年度補助金・助成金制度の一覧（区会等に関係するものなどを中心に掲載しています。） 

担当 補助金等名称 補助金等内容 補助金額・補助率等 備考 
新

規 

環境課 

保全係 

(℡：64-1822) 

ゼロ・カーボンシティ促

進補助金 

① 太陽光発電システム 

② リチウムイオン蓄電池 

③ 電気自動車 

④ プラグインハイブリッド自動車 

⑤ V2H充電設備の購入に際して、購入

費用の一部に対し補助金を交付 

補助率：1/2 

① 限度額：40万円、②～⑤

限度額：20万円 

補助制限 

種類ごとに 1回限

り 

 

こども家庭課 

子育て支援係 

(℡：64-1853) 

子どもの居場所づくり

促進事業補助金 

子どもの居場所（いわゆる「子ども食堂」な

ど）を運営しようとする団体へ運営費の補

助 

補助率：1/1 

限度額：月 10万円×12月 

3年間(特に必要

と認める場合は 5

年間) 

 

農政水産課 

農政水産係 

(℡：64-1831) 

有害鳥獣被害防護柵

設置事業補助金 

有害鳥獣による農作物等の被害防止対策

のため、農家又は農業団体が実施する農

地又は農業用施設への獣害防止施設の

設置経費を補助 

①共同施工の場合(3戸以上) 

補助金額 

原材料費の 1/2以内 

・補助制限 

5年間      

・電気柵、ネット

柵：500円/ｍ 

・トタン柵、ワイヤ

ーメッシュ柵 

 1,000円/ｍ 

・その他 1,000円/

ｍの範囲内で市

長が必要と認めた

額 

 

②農地が連続せず、3戸以上の農家が共

同で防護柵を設置できない場合で、かつ、

１施設単位が 200ｍ以上の場合 

補助金額 

原材料費の 1/4以内 

③3戸以上の農家が共同で防護柵を設置

する場合で、かつ、1施設単位が 600ｍ以

上の場合 

補助金額 

原材料費の 3/4以内 

介護福祉課 

長寿福祉係 

(℡：64-1875) 

高齢者ふれあい事業 

補助金 

 

 

町内会で実施する敬老会や夏まつり等の

行事を補助 

75歳以上 

1人当り 2,000円 

  



令和５年度補助金・助成金制度の一覧（区会等に関係するものなどを中心に掲載しています。） 

担当 補助金等名称 補助金等内容 補助金額・補助率等 備考 
新

規 

都市計画課 

公園整備係 

(℡：64-1890) 

児童厚生施設設備補

助金 

地域が実施する児童厚生施設の設置及び

補修経費を補助 

①遊具(遊具・鉄棒・ﾌﾞﾗﾝｺ等) 

補助率 1/2 

限度額 15万円 

ただし、引き続き

児童厚生施設とし

て利用する施設に

限る。 

 

②工事(ﾌｪﾝｽ・水道・整地等) 補助率 1/2 

限度額 20万円 

③上記施設の補修及び撤去(移転を含

む。) 

補助率 1/2 

限度額 5万円 

土地住宅政策課 

移住定住推進係 

(℡：64-2225) 

 

 

 

 

 

 

 

住宅リフォーム助成地

域振興券交付事業 

自ら居住する市内の住宅リフォーム等に係

る費用（交付対象工事が 250万円以上）の

一部を地域振興券で助成 

助成金額 

対象経費の 2/10以内 

限度額：50万円 

施工業者は、市内関係業者と

し、翌年度に地域振興券を交

付する。 

耐震工事について

は、別途補助事業

があるため削除 

 

空家等除却支援事業 老朽化した家屋等の除却を行う者に対し、

費用の一部を補助 

補助金額 

対象経費の 2/3以内 

限度額：50万円 

  

家賃補助事業 一戸建ての民間賃貸住宅に居住した場合

に、家賃の一部を補助 

 

 

 

補預金額 

家賃の 1/2以内 

限度額：5万円 

補助金交付申請

時に自治会長等

が証明した（仮）

「自治会加入証明

書」の添付が必要 

〇 



令和５年度補助金・助成金制度の一覧（区会等に関係するものなどを中心に掲載しています。） 

担当 補助金等名称 補助金等内容 補助金額・補助率等 備考 
新

規 

建設課 

管理係 

(℡：64-1833) 

市道・市管理河川等ボ

ランティア推進事業補

助金 

清掃美化活動等のボランティア活動を行う

地域住民や企業等の団体に対し、活動用

具購入費用及びボランティア保険加入費

用を補助 

補助率：全額 

限度額(年間) 

 基本型：2万円 

 付加型：3万円 

 

 

 

  

スポーツ振興課 

スポーツ振興係 

(℡：63-3813) 

地区社会体育施設整

備費補助金 

グラウンドその他の体育施設の設置及び

整備経費を補助(補助対象経費は最低 3

万円以上) 

①新設(附属施設の同時新設を含む。) 

補助率：1/2 

限度額：20万円 

地区が設置し、か

つ管理する体育

施設に限る。 

 

②補修・附属施設 補助率：1/2 

限度額：10万円 

③災害に起因するもの 補助率：9/10 

限度額：36万円 

中央公民館(市

民センター)及び

吉永地域公民館 

中央公民館 

(℡：64-1133) 

吉永地域公民館 

(℡：84-3839) 

自治公民館・集会所等

施設整備事業補助金 

自治公民館及び集会所等の整備経費を補

助 

①新築 

補助率：1/2 

限度額：500万円 

補助制限 

 3年間 

 

②増・改築、修繕、備品整備他(50万円以

上) 

補助率：1/2 

限度額：200万円 

③修繕、備品整備(10万円以上) 補助率：1/2 

限度額：なし 

 

 


